
　　別図　本院における放射線安全管理に関する組織図
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　　別表１　連絡通報体制

　『自然災害若しくは火災等発生時（第２２条第２項）及び放射線障害発生時（第２４条第１項）』

発 見 者

災害発生対応連絡窓口

①

安全管理者

衛生管理者

②

安全衛生管理部長

原子力研究・安全委員

会委員長

総 長

安全衛生管理委員会委員長、

医学部、歯学部附属病院

各事業場安全衛生委員会委員

長

放射線科学基盤機構長

病 院 長

④

※災害発生対応連絡窓口は、放射線管理責任者

安全管理者、衛生管理者は、施設責任者とする。

③

⑤

⑥

⑦

②

放射線取扱主任者

②

（協力）

消防署
（火災の場合）

放射線科学基盤機構附属ラジオアイソ

トープ総合センターと連携の上、緊急に

行うべき措置を執る。

・放射線障害防止のための措置

・放射能汚染・拡散防止のための安全措置

警察署

・放射線障害のおそ

れがある場合

・放射線障害が発生

した場合

放射線科学基盤機構

附属ラジオアイソ

トープ総合センター

長

③

③③

④

④

原子力規制委員会

・放射線障害のおそれがある場合

・放射線障害が発生した場合

④（第一報）

④（第一報）

吹田市で大規模自然

災害（震度５強以上

の地震、風水害によ

る家屋全壊（住家流

出又は１階天井まで

の浸水、台風及び竜

巻等による家屋全壊

の場合）が発生した

場合は、法令報告対

象に該当する場合の

み通報する。

⑧（報告）

④

⑦

①

の番号順に連絡すること。

⑥



　　別表２　連絡通報体制　『事故時（第２３条第１項）』

　　

発 見 者

放射線取扱主任者

①

②

原子力研究・安全委員会

委員長

総 長

安全衛生管理委員会委員長、

医学部、歯学部附属病院

各事業場安全衛生委員会委員長

放射線科学基盤機構長

病 院 長

③

⑤

⑥

⑦

②

（協力）

盗難・・・警察署

④

③

（第一報）

④

⑦

放射線科学基盤機構附

属ラジオアイソトープ

総合センター長

原子力規制委員会

安全衛生管理部長

⑥

④ ③

（第一報）

⑧

（報告）

の番号順に連絡すること。



　　別表３　連絡通報体制　『管理下にない放射性同位元素の発見時（第２３条第２項）』

　　

発 見 者

放射線取扱主任者

①

②

原子力研究・安全委員会

委員長

総 長

安全衛生管理委員会委員長、

医学部、歯学部附属病院

各事業場安全衛生委員会委員長

放射線科学基盤機構長

病 院 長

③

⑤

⑥

⑦

②

（協力）

④

③

（第一報）

④

⑦

放射線科学基盤機構附

属ラジオアイソトープ

総合センター長

原子力規制委員会

安全衛生管理部長

⑥

④ ③

（第一報）

⑧

（報告）

の番号順に連絡すること。

放射線科学基盤機構附属ラジオアイソ

トープ総合センターと連携の上、緊急に

行うべき措置を執る。

・放射線障害防止のための措置

・放射能汚染・拡散防止のための

安全措置


